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コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改正に関するお知らせ 

 

当社は、平成 30 年 12 月 14 日開催の取締役会において、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」

を一部改正することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．趣旨 

平成 30 年６月１日付のコーポレートガバナンス・コードの改訂に伴い、当社の「コーポレートガ

バナンス・ガイドライン」を一部改正いたします。 

 

 

２．主な改正項目 

第３章 コーポレートガバナンスの体制 

 ４．取締役・監査役の選解任方針・手続き 

第４章 コーポレートガバナンスを機能させる仕組み 

 ２．当社が所有する株式の保有方針 

 ３．政策保有株主への対応 

 

 

詳細につきましては、添付の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」をご参照ください。 

以 上 

 

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目３番25号 

会 社 名 Ａ Ｇ Ｓ 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長  石 井   進 

（コード番号：3648 東証第一部） 

問 合 せ 先 企 画 部 長  石 原 清 彦 

（TEL. 048-825-6079） 



 
 
 
 
 
 
 
 

コーポレートガバナンス・ガイドライン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 11 月 13 日制定 

平成 28 年 6 月 15 日改正 

平成 30 年 12 月 14 日改正 

 

 

 

ＡＧＳ株式会社 
 

 

 



 

目 次 

 

 

【対応するコーポレートガバナ

ンス・コードの原則Ｎｏ．】 

第１章 総則  

 １．企業理念 3－1（ⅰ） 

２．コーポレートガバナンスの基本的考え方 3－1（ⅱ）、4－3② 

３．経営戦略・経営計画の公表 4－1②、5－2 

第２章 株主との関係 

 

 １．株主の権利の確保 1－1、1－2 

２．株主総会 1－2 

３．株主の利益に反する取引の防止 1－7 

４．株主との対話 5－1 

第３章 コーポレートガバナンスの体制 

 

 １．取締役会等の体制 4－11① 

２．取締役会の任務 4－1① 

３．監査役・監査役会の責務 4－4 

４．取締役・監査役の選解任方針・手続き 3－1（ⅳ）、3－1（ⅴ）、 

５．取締役及び監査役の報酬等 3－1（ⅲ） 

６．独立社外取締役の選任 4－7、4－8、4－9 

７．社外取締役・社外監査役の他社役員の兼務 4－11② 

８．取締役・監査役に対するトレーニングの方針 4－14② 

９．取締役会全体の実効性に関する分析・評価 4－11③ 

第４章 コーポレートガバナンスを機能させる仕組み 

 

 １．外部会計監査人 3－2 

２．当社が所有する株式の保有方針 1－4 

３．政策保有株主への対応 1－4①② 

４．関連当事者取引 1－7 

第５章 その他 

 

 

 

 

 

 

4－11① 



本ガイドラインは、当社の持続的成長・企業価値向上に向けての最適なコーポレートガバナ

ンスを実現するための枠組み及び指針を示したものです。 

 

第１章 総則 

 

１．企業理念 

当社の企業理念は、「お客様とともに未来を創造し、IT で夢のある社会づくりに貢献する」

であります。この企業理念の目指すところは、当社は社会における企業市民として、株主を

はじめ、取引先、社員、地域社会等、当社を支える社内外のステークホルダーの立場を尊重

し、その満足度を高め、持続的に成長可能な誠実で信頼される会社を実現することにより企

業価値を高めていくことであると考えております。 

 

２．コーポレートガバナンスの基本的な考え方 

当社では、この企業理念を実現するために、コーポレートガバナンスの充実が経営の重要

課題であると認識しており、より高い経営の健全性·公正性·透明性の確保に努めています。 

さらに、コンプライアンスの徹底と経営リスク管理の強化については、コーポレートガバ

ナンスの中核をなすものと考えており、社長を委員長とするコンプライアンス委員会及びリ

スク管理委員会を設置し、体制を整備しています。また、内部統制システムについては、「内

部統制システム構築の基本方針」に基づいて適切に運用しています。 

 （巻末の「資料」ＡＧＳグループの企業理念、同 倫理綱領 ご参照） 

 

３．経営戦略・経営計画の公表 

  当社は、長期経営計画を策定し、ホームページ等に公表しています。 

公表に際しては、財務的な目標の開示のみならず、計画達成のための具体的戦略についても

説明を行ってまいります。 

 また経営計画とともに、ＣＳＲへの取組みについても具体的な実施事項をホームページ等

で公表しています。 

 

第２章 株主との関係 

 

１．株主の権利の確保 

  当社は、株主の権利が実質的に確保され適切に行使できるよう、環境の整備を行ってまい

ります。また、株主の平等性の確保にも十分配慮いたします。 

 

２．株主総会 

株主総会は最高意思決定機関であり株主との建設的な対話の場であると認識し、株主総会

決議に株主の意思が反映されるよう環境整備に努めてまいります。 

 

 

 



３．株主の利益に反する取引の防止 

  当社は、株主の利益を保護するため、役員等の当社関係者がその立場を濫用して、当社や

株主の利益に反する取引や、必要性・合理性の乏しい取引を行わないよう、その防止に努め

ています。 

 

４．株主との対話 

  当社は、株主との建設的な対話を通じて、持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現す

べく、以下の対応を実施しています。 

 （１）株主との対話は広報・ＩＲ所管部署である企画部が担当しており、株主との対話全般

について統括しています。 

 （２）企画部は対話に際して、社長を筆頭とする経営陣幹部及び関連各部とその内容を検討

し、説明者の選定も含め、適切な対応を行うように努めています。 

（３）株主との面談の機会を多く設けるため、証券会社と連携し、個人投資家、アナリスト、

機関投資家に対する説明会を開催しています。 

    また、株主・投資家の当社の事業実態に対する理解が促進されるように、ホームペー

ジを通じてタイムリーな情報還元に努めています。 

 （４）説明会等の場を通じて寄せられた株主やアナリストからの意見は、取締役間で情報共

有し、経営戦略に反映するよう努めています。 

 （５）対話に際しては、内部規程に基づき未公表のインサイダー情報の管理を徹底していま

す。 

 

第３章 コーポレートガバナンスの体制 

 

１．取締役会等の体制 

  当社は監査役会設置会社を選択し、取締役会が適切な監督機能を発揮するほか、独任制の

監査役が独自の立場から監査機能を発揮する体制としています。 

  取締役会は、専門知識や経験等の領域が異なる多様性を有する取締役で構成されるよう努

め、取締役の総数については、定款の範囲内で効果的かつ効率的な機能発揮に適正と考えら

れる員数を維持します。 

 

２．取締役会の任務 

  当社は、決裁権限基準に、取締役会・経営会議・担当役員・部長等の権限を明確に定め、

それに基づき、それぞれの決定機関・決定者が審議・決裁をしています。取締役会は持続可

能な成長と企業価値の向上のため、監督機能を発揮するとともに、法令や定款・決裁権限基

準で定められた重要な事項を、公正な判断基準に基づき、意思決定を行っています。 

また、経営会議は、執行役員で構成され、決裁権限基準に定められたものの他、取締役会で

決議された事項の執行及び課題への対応を委任されています。 

 

 

 



３．監査役・監査役会の責務 

  監査役及び監査役会は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を

受けた独立した機関として取締役の職務の執行を監督することにより、企業及び企業集団が

様々なステークホルダーの利害に配慮するとともに、これらステークホルダーとの協働に努

め、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な

企業統治体制を確立する責務を負います。 

 

４．取締役・監査役の選解任方針・手続き 

  取締役候補者・監査役候補者の選任に際しては、選定基準を踏まえたうえで、取締役会で

決定しております。特に、監査役候補者には、会計に造詣の深い点を考慮した候補者を１名

以上選任するよう、努めています。なお、各候補者の選任理由は株主総会招集通知に記載し

ております。 

 （選定基準） 

  ① 優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していること 

  ② 全社的な見地、客観的に分析・判断する能力に優れていること 

  ③ 先見性・洞察力に優れていること 

  ④ 時代の動向、経営環境、市場の変化を適確に把握できること 

  ⑤ 自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと 

  ⑥ 全社的な見地で積極的に自らの意見を申し述べることができること 
 

  取締役・監査役の解任提案にあたっては、解任基準を踏まえたうえで、取締役会において

決定いたします。 

 （解任基準） 

  ① 公序良俗に反する行為を行った場合 

  ② 健康上の理由から、職務の遂行が困難となった場合 

  ③ 職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合 

  ④ 選定基準に定める資質が認められない場合 

  ⑤ その他、在任することが会社の健全な経営や持続的成長に支障をきたすと認められる

場合 

 

５．取締役及び監査役の報酬等 

取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の職責及び

実績、経営内容や経済情勢を勘案し、取締役会にて社長に一任のうえ決定いたします。また

報酬制度変更の際には、予め社外取締役の意見も聴取しつつ取締役会にて決定いたします。 

監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議

において決定いたします。 

  監査役の報酬については、取締役の報酬とは別体系とし、株主総会で決議された額の範囲

内で、監査役会の協議において決定しています。 

 

 



 

６．独立社外取締役の選任 

  当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準

に準拠した「独立性判断基準」を制定し、社外取締役を選任しています。 

 

７．社外取締役・社外監査役の他社役員の兼務 

  当社は、社外取締役・社外監査役に対し当社の役員としての責務を適切に遂行できるため

の時間を確保するよう求めています。社外取締役・社外監査役の兼任状況は引き続き有価証

券報告書・コーポレートガバナンス報告書等で開示いたします。 

 

８．取締役・監査役に対するトレーニングの方針 

当社では、役員および経営幹部を対象として、社外の専門家を講師としたコンプライアン

ス研修会を毎年開催しています。その他、取締役・監査役が第三者機関主催の研修会等へ参

画する機会を設け、その費用は会社負担としています。 

また、社外役員の業務執行状況に関する認識の向上を図るため、取締役会および監査役会

への出席に加えて、就任時のオリエンテーションや設備・現場の視察、経営陣・幹部社員等

との対話の機会などを設けています。 

 

９．取締役会全体の実効性に関する分析・評価 

  取締役会は、職務の執行が法令諸規制、定款及び本ガイドラインに沿って運用されている

かについて、毎年、自己レビューを行い、コーポレートガバナンスの実効性を高めています。 

 

第４章 コーポレートガバナンスを機能させる仕組み 

 

１．外部会計監査人 

外部会計監査人は財務報告の信頼性確保を任務とする重要な役割を担っており、当社は会

計監査人の独立性を確保し、適正な監査の確保に向けて適切に対応するよう努めてまいりま

す。 

  外部会計監査人の選任については、数多くの国内大手企業から受託実績があり、総合的能

力が高く、国際水準の高品質な監査が実現可能で独立性を確保した監査法人としています。 

 

２．当社が所有する株式の保有方針 

当社では、投資の安全性の観点から、原則、株式投資は行わず、中長期的な企業価値向上

等、真にやむを得ない場合に限り、政策保有を実施する方針としております。 

  毎年、個別の上場政策保有株式について、保有目的の適切性や取引関係の強化に伴い得ら

れる便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証し

ています。その結果、保有の合理性に欠けると判断された株式については、必要に応じて売

却の手続きを行います。 

また、株主としての権利を適切に行使すべく、原則として、全ての議案に対して議決権を

行使します。 



適切な議決権の行使にあたっては、発行会社が適切なガバナンス体制を構築し、中長期的

な企業価値の増大につながる適切な意思決定を行っているか等、総合的に賛否を判断し実施

しています。 

 

３．政策保有株主への対応 

当社の株式を政策保有株式として保有している企業（政策保有株主）から、当社株式売却

等の意向が示された場合には、先方意向を尊重し、取引縮減の示唆などにより売却等を妨げ

る等の行為は行いません。 

また、政策保有株主との間において、経済合理性を欠く取引等、会社や株主の共同の利益

を害するような取引は行いません。 

 

４．関連当事者取引 

当社では、当社が役員との取引（関連当事者取引）を行う場合において、かかる取引が会

社及び株主共同の利益を害することのないよう、以下の体制を整備しています。 

① 当社と取締役との間の競業取引および利益相反取引については、法令・規程に従い、

取締役会の承認を得るものとしています。 

② 併せて、「財務報告に係る内部統制」の有効性確認の中で、関連当事者取引の調査・検

証を行い、利益相反等の行為の防止に努めています。 

 

第５章 その他 

 

１．本ガイドラインの見直し 

  本ガイドラインは、関連する法令の改正、社会的・経済的な事業環境の変化等に応じて、

コーポレートガバナンスへの適合性を維持するため、取締役会決議により、必要に応じて見

直しを行います。 

以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


